
航空自衛隊損害賠償規則

昭和３９年１２月４日 航空自衛隊達第５０号

航空幕僚長 空将 浦 茂

改正 昭和４４年４月１７日 航空自衛隊達第１２号

昭和４４年７月１８日 航空自衛隊達第３０号

昭和４８年１０月１６日 航空自衛隊達第２６号

昭和５３年３月１３日 航空自衛隊達第８号

昭和５３年４月５日 航空自衛隊達第１０号

昭和５５年３月２８日 航空自衛隊達第４号

昭和５６年２月７日 航空自衛隊達第１１号

昭和５７年４月３０日 航空自衛隊達第１５号

平成元年２月２８日 航空自衛隊達第４号

平成元年３月１６日 航空自衛隊達第２５号

平成６年３月１１日 航空自衛隊達第１０号

平成１３年３月３０日 航空自衛隊達第１６号

平成１４年１０月３０日 航空自衛隊達第２４号

平成１８年３月２４日 航空自衛隊達第１６号

平成１９年１月５日 航空自衛隊達第１号

平成２０年１２月１日 航空自衛隊達第３６号

平成２３年８月１５日 航空自衛隊達第３２号

平成２４年３月２３日 航空自衛隊達第９号

平成２４年５月１０日 航空自衛隊達第３８号

平成２９年６月２３日 航空自衛隊達第２７号

平成３０年１１月１５日 航空自衛隊達第２４号

令和５年３月１５日 航空自衛隊達第５号

防衛庁の損害賠償に関する訓令（昭和３９年防衛庁内訓第５号）第３４条の規

定に基づき、航空自衛隊損害賠償規則を次のように定める。
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第１章 総則

（目的）

第１条 この規則は、航空自衛隊が行なう損害賠償の実施について、実施担任区

分、報告その他必要な細部実施要領を定めることを目的とする。

（用語の定義）

第２条 この規則において用いる用語は、昭和３９年防衛庁内訓第５号（以下「訓

令」という。）に用いるもののほか、次の各号の定義によるものとする。

(1) 「部隊等」とは、編制部隊等並びに独立して所在する編制単位群部隊及び

編制単位部隊並びに機関をいう。

(2) 「方面隊司令官等」とは、航空方面隊司令官、航空支援集団司令官、航空

教育集団司令官及び補給本部長をいう。

(3) 「分屯基地業務担当部隊等」とは、分屯基地における基地業務を担当する

部隊等をいう。

(4) 「損害賠償事務」とは、賠償事故に関する調査、報告、認定、判定、和解、

賠償金の支払、その他賠償事故の処理に必要な事務をいう。

（権限の委任）

第３条 訓令第３条第２項に規定する権限は、次に掲げる者に委任する。この場

合において、第１号に掲げる者にあつては第１次賠償実施機関の長と、第２号

に掲げる者にあつては第２次賠償実施機関の長とする。

(1) 基地業務を担当する部隊等の長（分屯基地業務担当部隊等の長を除く。）

(2) 航空幕僚長、航空総隊司令官及び方面隊司令官等

（損害賠償の実施担任区分）

第４条 前条の規定により委任する損害賠償の実施に係る権限の一部の担任区分

（以下「実施担任区分」という。）は、次の各号に掲げる第１次賠償実施機関の

長及び第２次賠償実施機関の長の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによるほか、次項から第３項までに定めるところによる。ただし、訓令第２

０条の２に規定する防衛大臣の認定に係る事務については、この限りでない。

(1) 第１次賠償実施機関の長 基地（分屯基地を含む。以下同じ。）に所在す

る部隊等及び当該部隊等に勤務する隊員に係る賠償事故のうち、入院見込期

間が６月未満の人身事故又は損害見込額が２００万円未満の物件事故に係る

損害賠償事務並びに次号に掲げる者の実施担任区分に係る損害賠償事務（認

定事務及び判定事務を除く。）

(2) 第２次賠償実施機関の長 次に掲げる部隊等及び当該部隊等に勤務する隊

員に係る賠償事故のうち、入院見込期間が６月以上の人身事故又は損害見込

額が２００万円以上の物件事故に係る認定事務及び判定事務

ア 方面隊司令官等 隷下又は管理下の部隊等の長が第１次賠償実施機関の

長である場合における当該部隊等の長の管轄する基地に所在する部隊等

イ 航空総隊司令官 横田基地に所在する部隊等

ウ 航空幕僚長 幹部学校及び航空中央業務隊

２ 同一事故により２人以上の被害者を生じた場合において、前項各号に掲げる



損害賠償の実施担任区分は、被害者ごとの損害の程度によるものとする。ただ

し、被害者の１人にかかる損害の程度が第２次賠償実施機関の長の実施担任区

分に該当する場合は、同一事故による他の被害者に係る損害賠償についても、

第２次賠償実施機関の長が担任するものとする。

３ 障害に伴う慰謝料を支払う賠償事故にあっては、第１項に規定する損害賠償

の実施担任区分にかかわらず第２次賠償実施機関の長が担任するものとする。

（損害賠償の実施担任区分の特例等）

第５条 第２次賠償実施機関の長は、賠償事故の性質上、自ら処理する必要があ

ると認める場合は、前条の損害賠償の実施担任区分にかかわらず実施すること

ができる。

２ 第２次賠償実施機関の長は、自己の実施担任に係る賠償事故のうち、当該事

故の性質が、単純で、かつ、迅速な処理を要するため、特に第１次賠償実施機

関の長に実施させることを適当と認めるときは、前条の規定にかかわらず、そ

の都度、その損害賠償の認定事務及び判定事務を第１次賠償実施機関の長に実

施させることができる。

３ 第１次賠償実施機関の長は、分屯基地に所在する部隊等及び当該部隊等に勤

務する隊員に係る賠償事故が発生した場合は、当該賠償事故に係る認定事務及

び判定事務以外の事務に限り、その都度分屯基地業務担当部隊等の長にこれを

実施させることができる。

（損害賠償の事務の移管）

第６条 賠償実施機関の長は、賠償事故が所管の基地から遠隔の地で発生した等

の理由により、自ら処理することが困難な場合には、事故発生地最寄りの損害

賠償の実施担任区分を同じくする賠償実施機関の長に協議の上、損害賠償事務

の一部又は全部の処理を移管することができる。

２ 前項の規定により損害賠償事務を移管した賠償実施機関の長（航空幕僚長を

除く。）は、速やかにその旨を航空幕僚長（首席法務官気付）及び上級の賠償実

施機関の長（航空幕僚長を除く。）に報告しなければならない。（登録外報告）

第２章 賠償事故の報告等

（通報義務）

第７条 隊員は、自己の職務に関して他人に損害を与えた場合は、順序を経て、

速やかに所属の部隊等の長に報告するとともに、現場における証拠の保全等必

要な処置をとらなければならない。

２ 前項により報告を受けた部隊等の長は、直ちに当該基地の第１次賠償実施機

関の長に通報しなければならない。この場合において、当該賠償事故が所在基

地から遠隔の地で発生した場合は、速やかに賠償事故現場の最寄り基地の第１

次賠償実施機関の長に通報しなければならない。

（賠償事故の調査）

第８条 第１次賠償実施機関の長は、前条の規定による通報を受けた場合は、訓

令第１８条に規定する調査を行うため、直ちに担当職員を賠償事故現場に派遣

しなければならない。



（発生報告）

第９条 第１次賠償実施機関の長は、賠償事故が発生した場合は、速やかに、訓

令様式第１に規定する発生報告書を用いて、第２次賠償実施機関の長を経由し

て航空幕僚長（首席法務官気付）に報告するものとする（２１－Ｕ２－ＡＲ

（Ｄ））。

２ 前項の発生報告書には、事故現場見取図及び写真を添付するものとする。

（賠償事故の調査の申請）

第１０条 第１次賠償実施機関の長は、訓令第１８条に規定する賠償事故の調査

に当たり、次の各号の一に該当すると判断する場合には、当該賠償事故の調査

の実施について、第２次賠償実施機関の長に申請することができる。

(1) 賠償事故が重大な場合

(2) 高度の専門的知識を要するため、調査が困難な場合

(3) 特殊の事情により、自ら実施することが適当でない場合

（諸雑費支払明細書）

第１０条の２ 賠償実施機関の長は、訓令第１９条に規定する損害賠償請求書の

受理に際しては、訓令第９条第１項第７号に掲げる諸雑費に関する資料として、

別紙様式第１に定める諸雑費支払明細書を添付させなければならない。

第３章 賠償責任の認定

（賠償審議会の開催）

第１１条 賠償実施機関の長（航空幕僚長を除く。以下本条及び次条において同

じ。）は、損害賠償の適正妥当を期するため、必要があると認める場合には、賠

償審議会を開催して、次の各号に掲げる事項について審議させ、その意見を徴

するものとする。

(1) 賠償事故の事実

(2) 賠償責任の有無及びその程度並びに賠償の種別及び額

(3) その他必要な事項

（賠償審議会の構成等）

第１２条 賠償審議会は、５名以上の幹部自衛官又はこれに相当する事務官等（以

下この条において「幹部自衛官等」という。）をもつて構成し、賠償審議会の構

成員には会計業務を担当する幹部自衛官等を含めるものとする。この場合にお

いて、審議の対象となる賠償事故が人身損害を伴うときは、当該幹部自衛官等

のほか、衛生業務を担当する幹部自衛官を賠償審議会の構成員に含めるものと

する。

２ 賠償実施機関の長は、審議の対象となる賠償事故に利害関係のある隊員を、

当該賠償審議会の構成員としてはならない。

３ 前条及び前２項に定めるもののほか、賠償審議会の運営等について必要な事

項は、賠償実施機関の長が定めるものとする。

（賠償責任の認定書）

第１３条 訓令第２０条第２項に規定する認定書（以下「賠償責任の認定書」と

いう。）の様式は、別紙様式第２に定めるとおりとする。



（賠償責任の認定の申請等）

第１３条の２ 第１次賠償実施機関の長は、第２次賠償実施機関の長の管轄に属

する賠償事故が発生した場合又は自己の管轄に属する賠償事故であっても、そ

の性質上、自ら訓令第２０条第１項の規定による認定（以下「賠償責任の認定」

という。）をすることが困難若しくは不適当であると判断する場合は、第２次賠

償実施機関の長に対し、関係資料の謄本を添えて認定の申請をしなければなら

ない。

２ 第１次賠償実施機関の長は、その管轄に属する賠償事故が訓令第２０条の２

各号のいずれかに該当する場合には、順序を経て航空幕僚長（首席法務官気付）

に報告するものとする（登録外報告）。

３ 前２項の規定による申請又は報告に係る様式は、別紙様式第２に定める認定

書に準じて作成するものとする。

（和解契約書）

第１３条の３ 訓令第２８条第２項に規定する和解契約書は、損害賠償金の支払

が１回限りの場合にあっては別紙様式第３に、損害賠償金の支払が２回以上に

わたる場合（以下「中間賠償」という。）にあっては別紙様式第４に、中間賠償

における最終の損害賠償金の支払の場合にあっては別紙様式第５に、損害賠償

金を概算払する場合にあっては別紙様式第６に定めるものによらなければなら

ない。

第４章 賠償金の支払等

（賠償責任の認定書の送付）

第１４条 第２次賠償実施機関の長が、賠償事故について賠償責任の認定をした

場合は、訓令第２８条に規定する事務を自ら実施するときを除き、速やかに当

該認定書を第１次賠償実施機関の長に送付しなければならない。

２ 第１次賠償実施機関の長は、前項による認定書の送付を受けた場合は、当該

認定書に基づき、速やかに訓令第２８条又は第２９条に規定する事務を処理し

なければならない。

（賠償実施結果報告等）

第１５条 賠償実施機関の長（航空幕僚長を除く。以下この条において同じ。）は、

賠償事故について損害賠償金の支払をしたときは、訓令様式第７に規定する賠

償実施結果報告書を１部作成し、賠償責任の認定書（添付書類を含む。）及び和

解契約書の写しを添えて、速やかに航空幕僚長（首席法務官気付）に報告しな

ければならない（２１－Ｕ５－ＡＲ（Ｄ））。

２ 前項の規定により報告書を提出する場合、第１次賠償実施機関の長にあつて

は、第２次賠償実施機関の長を経由し、第２次賠償実施機関の長にあつては、

写し１部を第１次賠償実施機関の長に送付しなければならない。

３ 賠償実施機関の長は、訓令第２９条の規定による通知を行つた場合には、そ

の旨を前２項に準じ報告又は通知しなければならない。

第５章 求償権の認定

（求償権の認定書）



第１６条 訓令第３１条第２項に規定する認定書（以下「求償権の認定書」とい

う。）の様式は、別紙様式第７に定めるとおりとする。

（求償権の認定の申請）

第１７条 第１次賠償実施機関の長は、第２次賠償実施機関の長の管轄に属する

賠償事故が発生した場合又は自己の管轄に属する賠償事故であっても、その性

質上、自ら訓令第３１条第１項の規定による認定（以下「求償権の認定」とい

う。）をすることが困難若しくは不適当であると判断する場合は、第２次賠償実

施機関の長に対し、関係資料の謄本を添えて認定の申請をしなければならない。

２ 前項の規定による申請に係る様式は、別紙様式第７に定める認定書に準じて

作成するものとする。

（求償権の認定の報告）

第１８条 賠償実施機関の長（航空幕僚長を除く。）は、求償権の認定をした場合

は、別紙様式第８に定める報告書を１部作成し、求償権の認定書（添付書類を

含む。）の写しを添えて、速やかに航空幕僚長（首席法務官気付）に報告しなけ

ればならない（２１－Ｕ８３－ＡＲ（Ｄ））。

２ 前項の規定により報告する場合は、第１次賠償実施機関の長にあっては、第

２次賠償実施機関の長を経由し、第２次賠償実施機関の長にあっては、写し１

部を第１次賠償実施機関の長に送付しなればならない。

第６章 不服の申立て及び訴訟

（不服申立書の提出）

第１９条 第１次賠償実施機関の長は、不服申立書を受理した場合において、当

該申立てが第２次賠償実施機関の長の認定した賠償事故に係るものであるとき

は、不服申立書（損害賠償請求書写及びその他必要な証拠資料を含む。）を、速

やかに第２次賠償実施機関の長に提出するものとする（登録外報告）。

（不服の申立ての審査及び判定）

第２０条 訓令第３３条第１項に規定する審査及び判定の事務は、当該賠償事故

の認定事務を担任した賠償実施機関の長が行うものとする。

２ 前項の審査及び判定の事務を行うに当っては、第１１条及び第１２条の規定

を準用する。

３ 賠償実施機関の長（航空幕僚長を除く。）は、判定に対して更に不服の申立て

があった場合は、訓令第３３条第２項の定めるところにより、速やかに同条に

規定する不服申立書及び判定書を順序を経て航空幕僚長（首席法務官気付）に

１部提出しなければならない（登録外報告）。

（訴訟提起の報告）

第２１条 第１次賠償実施機関の長は、訓令第３４条に規定する訴訟の提起があ

った場合は、速やかに同条に規定する報告書を、順序を経て航空幕僚長（首席

法務官気付）に１部提出しなければならない（登録外報告）。

第７章 見舞金

（見舞金）

第２２条 賠償実施機関の長は、訓令第３５条の規定に よる見舞金の支払をす



る場合は、別紙様式第９に定める決定書を作成しなければならない。

２ 賠償実施機関の長（航空幕僚長を除く。）は、訓令第３５条の規定による見舞

金の支払をした場合は、別紙様式第１０に定める報告書を１部作成し、決定書

の写しを添えて、速やかに航空幕僚長（首席法務官気付）に報告しなければな

らない（２１－Ｕ８４－ＡＲ（Ｄ））。

３ 前項の規定により報告する場合は、第１次賠償実施機関の長にあっては、第

２次賠償実施機関の長を経由するものとする。

附 則

１ この規則は、昭和４０年４月１日から施行する。

２ 航空自衛隊損害賠償規則（昭和３２年航空自衛隊達第４５号）は廃止する。

３ 航空事故調査及び報告等に関する達（昭和３８年航空自衛隊達第６７号）第

４条第２号を次のように改める。

(2) 他人の所有し、又は使用する物件の損壊

附 則（昭和４４年４月１７日航空自衛隊達第１２号）

１ この達は、昭和４４年５月１日から施行する。

２ この達の施行日以前に発生した賠償事故であってこの達の施行日以降処理す

るものについては、改正後の航空自衛隊損害賠償規則の規定によるものとする。

附 則（昭和４４年７月１８日航空自衛隊達第３０号）

この達は、昭和４４年８月１日から施行する。

附 則（昭和４８年１０月１６日航空自衛隊達第２６号）

この達は、昭和４８年１０月１６日から施行する。

附 則（昭和５３年３月１３日航空自衛隊達第８号）

この達は、昭和５３年３月３１日から施行する。

附 則（昭和５３年４月５日航空自衛隊達第１０号抄）

１ この達は、昭和５３年４月５日から施行する。

附 則（昭和５５年３月２８日航空自衛隊達第４号）

この達は、昭和５５年４月１日から施行し、改正後の航空自衛隊損害賠償規則

の規定は、同日以降に発生する損害賠償を要する事案から適用する。

附 則（昭和５６年２月７日航空自衛隊達第１１号）

この達は、昭和５６年２月１０日から施行する。

附 則（昭和５７年４月３０日航空自衛隊達第１５号抄）

１ この達は、昭和５７年４月３０日から施行する。

附 則（平成元年２月２８日航空自衛隊達第４号）

１ この達は、平成元年２月２８日から施行する。

附 則（平成元年３月１６日航空自衛隊達第２５号）

この達は、平成元年３月１６日から施行する。

附 則（平成６年３月１１日航空自衛隊達第１０号）

この達は、平成６年３月１１日から施行する。

附 則（平成１３年３月３０日航空自衛隊達第１６号）

この達は、平成１３年４月１日から施行する。



附 則（平成１４年１０月３０日航空自衛隊達２４号）

この達は、平成１４年１１月１日から施行する。

附 則（平成１８年３月２４日航空自衛隊達第１６号）

この達は、平成１８年３月２７日から施行する。

附 則（平成１９年１月５日航空自衛隊達第１号）

この達は、平成１９年１月９日から施行する。

附 則（平成２０年１２月１日航空自衛隊達第３６号）

この達は、平成２０年１２月１日から施行し、同年４月３０日から適用する。

附 則（平成２３年８月１５日航空自衛隊達第３２号）

この達は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平成２４年３月２３日航空自衛隊達第９号）

この達は、平成２４年３月２６日から施行する。

附 則（平成２４年５月１０日航空自衛隊達第３８号）

この達は、平成２４年５月１０日から施行する。

附 則（平成２９年６月２３日航空自衛隊達第２７号）

この達は、平成２９年７月１日から施行する。

附 則（平成３０年１１月１５日航空自衛隊達第２４号）

この達は、平成３０年１１月１５日から施行する。

附 則（令和５年３月１５日航空自衛隊達第５号）

この達は、令和５年３月１５日から施行する。ただし、第２２条の改正規定は、

令和５年４月１日から施行する。



別紙様式第１（第１０条の２関係）

諸雑費支払明細書

年 月 日
（賠償実施機関の長） 殿

賠償請求権者 住 所
氏 名 印

自平成 年 月 日 入院 日
療 養 期 間

至平成 年 月 日 通院 日

品 種 規 格 数 量 単 価 金 額 支 払 支払先 用 途 備 考

年月日

計

注： 領収書等については、必要に応じ提出を求めることがあるので保管してお

くこと。



別紙様式第２（第１３条関係）
認定書

認定年月日 年 月 日
賠償実施機関の長

（官職･氏名）

に係る賠償事故（賠償責任）について、下記のとおり認
定する。

記

１ 賠償事故の件名
２ 賠償事故の当事者の状況
(1) 職 員（所属、特技職、階級、氏名、年齢）
(2) 相手方（住所、氏名、年齢、職業）

３ 賠償事故の発生状況
(1) 賠償事故の発生日時
(2) 賠償事故の発生場所
(3) 天候

４ 事 実
(1) 賠償事故の事実
(2) 損害賠償請求の事実

５ 賠償責任の有無、その程度及び損害賠償額の認定
国（以下「航空自衛隊」という。）は、次のとおり賠償責任を負う。

賠償責任の程度
被 害 者 賠償の種別 損害賠償額

職員 相 手 方

％ ％ 円

％ ％ 円

％ ％ 円

計 円

６ 認定の理由
(1) 賠償責任の有無
(2) 賠償責任の程度
ア 加害者側の過失
イ 被害者側の過失
ウ 責任の比率

(3) 賠償額
(4) 賠償金受領権者

７ その他参考事項
(1) 過去における損害賠償実施の経緯及び将来の見通し
(2) その他

添付書類：

注：保存期間は、１０年とする。



別紙様式第３（第１３条の３関係）

和解契約書

賠償事故当事者（相手方）住所

氏名

賠償事故当事者（職 員）所属

官職氏名

年 月 日（賠償事故発生場所）において上記両当事者間に発生

した賠償事故に関し（賠償実施機関の長の官職 氏名）は、下記の賠償請求権者

に対して下記の金額を損害賠償金として支払うものとし、下記の賠償請求権者は、

同金額受領の上は、今後いかなることがあっても、また、いかなる名目でも本件

について、国（航空自衛隊）又は（賠償事故当事者（職員）の官職氏名）のいず

れに対しても一切不服を申し立てないことを確約する。

ただし、（賠償事故当事者（相手方））に本件賠償事故による後遺症が発生した

場合には、（賠償実施機関の長の官職 氏名）と（賠償請求権者）との間で別途協

議するものとする。

記

損害賠償金 金 円

この和解の証として本書２通を作成し、下記の者がそれぞれ１通ずつを保管す

るものとする。

年 月 日

賠償請求権者 住 所

氏 名 印

賠償実施機関の長 官職氏名 印

注： ただし書に係る文言は、和解に当たりやむを得ない場合のほか記載しない

ものとする。



別紙様式第４（第１３条の３関係）

和解契約書

賠償事故当事者（相手方）住所

氏名

賠償事故当事者（職 員）所属

官職氏名

年 月 日（賠償事故発生場所）において上記両当事者間に発生し

た賠償事故に関し（賠償実施機関の長の官職 氏名）は、下記の賠償請求権者に

対して下記の金額を 年 月 日から 年 月 日までに

係る損害賠償金として支払うものとし、下記の賠償請求権者は、同金額受領の上

は、今後いかなることがあっても、また、いかなる名目でも本件について、国（航

空自衛隊）又は（賠償事故当事者（職員）の官職 氏名）のいずれに対しても上

記期間に係る損害については一切不服を申し立てないことを確約する。

記

損害賠償金 金 円

この和解の証として本書２通を作成し、下記の者がそれぞれ１通ずつを保管す

るものとする。

年 月 日

賠償請求権者 住 所

氏 名 印

賠償実施機関の長 官職氏名 印



別紙様式第５（第１３条の３関係）

和解契約書

賠償事故当事者（相手方）住所

氏名

賠償事故当事者（職 員）所属

官職氏名

年 月 日（賠償事故発生場所）において上記両当事者間に発生し

た賠償事故に関し（賠償請求権者）と（賠償実施機関の長の官職 氏名）は、下

記事項により和解契約を締結する。

記

１ （賠償実施機関の長の官職 氏名）は、（賠償請求権者）に対して次の損害賠

償を支払った。

年 月 日 金 円

年 月 日 金 円

年 月 日 金 円

２ （賠償実施機関の長の官職 氏名）は、（賠償請求権者）に対して次の金額を

最終賠償金として支払うものとする。

損害賠償金 金 円

３ （賠償請求権者）は、前項記載の金額受領の上は、今後いかなることがあつ

ても、また、いかなる名目でも本件について、国（航空自衛隊）又は（賠償事

故当事者（職員）の官職 氏名）のいずれに対しても一切不服を申し立てない

ことを確約する。

ただし、（賠償事故当事者（相手方））に本件賠償事故による後遺症が発生し

た場合には、（賠償実施機関の長の官職 氏名）と（賠償請求権者）との間で別

途協議するものとする。

この和解の証として本書２通を作成し、下記の者がそれぞれ１通ずつ保管す

るものとする。

年 月 日

賠償請求権者 住 所

氏 名 印

賠償実施機関の長 官職氏名 印

注： 上記３項ただし書に係る文言は、和解に当たりやむをえない場合のほか記

載しないものとする。



別紙様式第６（第１３条の３関係）

和解契約書

賠償事故当事者（相手方）住所

氏名

賠償事故当事者（職 員）所属

官職氏名

年 月 日（賠償事故発生場所）において上記両当事者間に発生し

た賠償事故に関し、（賠償実施機関の長の官職 氏名）は、下記の賠償請求権者に

対して下記の金額を概算損害賠償金として支払うものとし、下記の賠償請求権者

は同金額を損害賠償金の内金として充当することを約する。

記

概算損害賠償金 金 円

この和解の証として本書２通を作成し、下記の者がそれぞれ１通ずつ保管する

ものとする。

年 月 日

賠償請求権者 住 所

氏 名 印

賠償実施機関の長 官職氏名 印



別紙様式第７（第１６条関係）
認定書

認定年月日 年 月 日
賠償実施機関の長

（官職･氏名）

に係る賠償事故（求償権）について、下記のとおり認定
する。

記

１ 求償権の認定及び認定の理由
(1) 求償権の有無、その程度及び求償額の認定
(2) 認定の理由

２ その他参考事項
(1) 当事者に対する処分等
(2) その他

関連文書：

注：１ 本件に係る賠償責任の認定に係る伺いを関連文書とする。
２ 保存期間は、１０年とする。



別紙様式第８（第１８条関係）

発簡番号

年 月 日

航空幕僚長 殿

（首席法務官気付）

賠償実施機関の長

求償権の認定について（報告）（２１－Ｕ８３－ＡＲ（Ｄ））

標記について、別添のとおり報告する。

添付書類：

注：保存期間は、１０年とする。



別紙様式第９（第２２条関係）
決定書

決定年月日 年 月 日
賠償実施機関の長

（官職･氏名）

に対する見舞金の支払について、下記のとおり決定する。

記

１ 事故の当事者の状況
(1) 職 員（所属、階級、氏名、年齢）
(2) 相手方（住所、氏名、年齢、職業）

２ 事故の発生状況
(1) 日時
(2) 場所
(3) 天候

３ 事故の事実

４ 見舞金支給額

５ 見舞金受領者
(1) 住所、氏名、年齢、職業
(2) 相手方との関係

注：保存期間は、１０年とする。



別紙様式第１０（第２２条関係）

発簡番号

年 月 日

航空幕僚長 殿

（首席法務官気付）

賠償実施機関の長

見舞金の支給について（報告）（２１－Ｕ８４－ＡＲ（Ｄ））

年 月 日に別添のとおり見舞金の支払をしたので報告する。

添付書類：

注：保存期間は、１０年とする。




